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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年５月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２９年１０月１７日 ０１時５６分ごろ 

発生場所 播磨灘
は り まな だ

航路第３号灯浮標 

 大角
おおかど

鼻
はな

灯台から真方位０７８°１０.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２８.０′ 東経１３４°３２.６′） 

事故の概要  引火性液体物質ばら積船第三青
せい

鷹
よう

は、播磨灘を東北東進中、灯浮標

に衝突した。 

 第三青鷹は、船首部に擦過傷を生じ、また、灯浮標は標体に曲損等

を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

引火性液体物質ばら積船 第三青鷹、４４６トン  

１３４８０２、株式会社エスワイプロモーション（船舶所有者）、

株式会社六青和シッピング（船舶借入人） 

５７.９９ｍ×９.６０ｍ×４.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１８年１１月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２８年１０月５日 

  免状有効期間満了日 平成３３年１１月２７日 

航海士Ａ 男性 ７０歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５３年１２月１日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年８月６日 

  免状有効期間満了日 平成３１年５月２９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部に擦過傷 

灯浮標 標体に曲損、凹損等 
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 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮流 東流約０.２ノット（kn） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長、航海士Ａほか３人が乗り組み、イプゾール（芳香族

系高沸点溶剤）約２００ｔを積載し、阪神港大阪区に向け、航海士Ａ

が単独の船橋当直につき、約１０kn の対地速力で、香川県小豆
しょうど

島南方

沖を自動操舵で東進していた。 

 本船は、平成２９年１０月１７日００時５７分ごろ播磨灘航路第１

号灯浮標（以下、灯浮標については、「播磨灘航路」を省略する。）を

通過し、推薦航路線が０６８°（真方位、以下同じ。）のところ航海

士Ａが０７０°に針路を定め、東北東進した。 

 航海士Ａは、しばらく、操舵室前面で当直に当たっていたが、潮流

が微弱であったので、このまま航行すれば次に見える３号灯浮標を約

３００ｍ離して通過できるものと思い、船橋左舷側後部にある海図台

の前に移動し、船尾方を向き、航海計画の確認作業を始めた。 

 本船は、航海士Ａが、海図台で作業を行いながら、時折右舷船尾方

から接近する同航船の動向を確認していたところ、船首方至近に３号

灯浮標の灯火を認め、手動操舵に切り換えて右舵を取ったが、０１時

５６分ごろ船首部が３号灯浮標に衝突した。 

 航海士Ａは、わずかに船首部に感じた衝撃が波によるものだと思

い、左舷船尾方に３号灯浮標の灯火がふだんと変わらない様子であっ

たのを見て、衝突を回避できたものと思い航行を続けた。 

 航海士Ａは、０３時００分ごろ、海上保安庁から３号灯浮標に接触

した疑いがある旨の船舶電話による問い合わせがあり、夜間に船体を

確認することが困難なので、翌朝確認して連絡すると回答した。 

 船長は、自室で睡眠中にふだんと違う振動を感じて起床し、地震か

と思いテレビを観ていた時、船舶電話が鳴ったので、自室に設置され

てある受話器を上げて航海士Ａと海上保安庁との会話を黙って聞い

た。 

 船長は、昇橋して航海士Ａに状況を報告させて航行を続け、０８時

３０分ごろ阪神港大阪区の岸壁に着岸後、船首部に損傷を認めて本事

故の発生を知り、海上保安庁に通報した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約２.４ｍ、船尾約３.８ｍであった。 

 ３号灯浮標は、灯質が毎８秒にモールス符号Ａの白光を発するもの

で、光達距離が５Ｍである。 

 航海士Ａは、瀬戸内海を航行する内航船の船長又は航海士として約

１５年の経験を有し、本船には平成２９年１０月２日に乗船し、まだ

日が浅く、本事故時、本船の航海計画を確認していた。 

 航海士Ａは、播磨灘を推薦航路線に沿って航行する際、ＧＰＳプロ

ッターで船位を確認し、灯浮標を約３００～５００ｍ離していたが、
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本事故時、０６８°の推薦航路線から右方に２°向けて自動操舵の針

路を０７０°と設定していたので、３号灯浮標に接近すると思ってい

なかった。 

 本船は、針路を０７０°に設定し自動操舵で航行していたが、２号

灯浮標を通過した後、右舷船首方から風力３の東北東風及び波高約

１.５ｍの波を受けて波しぶきが船橋前面まで上がり、対地針路約０

６６°で航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、播磨灘を自動操舵により東北東進中、右舷船首方から風波

を受けている状況下、航海士Ａが、針路を設定した後、海図台の前で

航海計画の確認に注意を向け、船位及び進路を確認していなかったこ

とから、３号灯浮標に向けて接近している状況に気付かず、３号灯浮

標に衝突したものと考えられる。 

 本船は、０６８°の推薦航路線から右方に２°向けて自動操舵の針

路を０７０°に設定していたものの、右舷船首方から風波を受けたこ

とから、左方に４°圧流されていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、播磨灘を自動操舵により東北東進中、右

舷船首方から風波を受けている状況下、航海士Ａが、針路を設定した

後、海図台の前で航海計画の確認に注意を向け、船位及び進路を確認

していなかったため、３号灯浮標に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・風波の影響を受ける状況では、船首方位と進路は一致しないの

で、自動操舵で航行していても、航海計器等を活用し、船位及び

進路を確認すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 船 位※ 対地針路※ 対地速力 

  北 緯 東 経     

(時:分:秒) (°-′-″) (°-′-″) （°） (kn) 

00:25:01 34-25-47.8 134-26-28.7 68.0  10.9  

01:26:01 34-25-52.1 134-26-40.8 66.3  10.8  

01:27:00 34-25-56.5 134-26-52.5 65.7  10.7  

01:28:00 34-26-00.7 134-27-04.1 66.0  10.6  

01:29:00 34-26-05.1 134-27-16.1 66.5  10.6  

01:30:00 34-26-09.3 134-27-27.6 63.6  10.5  

01:31:29 34-26-15.9 134-27-45.0 64.7  10.5  

01:32:02 34-26-18.3 134-27-51.2 65.1  10.5  

01:33:01 34-26-22.7 134-28-02.8 63.7  10.5  

01:34:00 34-26-27.1 134-28-14.2 64.5  10.5  

01:34:59 34-26-31.3 134-28-25.7 65.8  10.4  

01:36:00 34-26-35.6 134-28-37.3 65.8  10.4  

01:37:00 34-26-39.8 134-28-49.2 65.9  10.5  

01:37:31 34-26-42.1 134-28-55.0 64.6  10.5  

01:39:00 34-26-48.2 134-29-12.3 67.0  10.4  

01:40:00 34-26-52.4 134-29-24.0 67.5  10.5  

01:41:02 34-26-56.9 134-29-36.1 67.5  10.5  

01:41:59 34-27-00.8 134-29-47.5 66.0  10.5  

01:43:02 34-27-04.9 134-29-59.7 66.8  10.5  

01:44:01 34-27-09.0 134-30-11.2 66.6  10.4  

01:44:59 34-27-13.0 134-30-22.5 68.4  10.5  

01:46:00 34-27-17.1 134-30-34.5 65.9  10.6  

01:46:59 34-27-21.2 134-30-46.2 65.8  10.6  

01:48:00 34-27-25.5 134-30-58.2 66.5  10.6  

01:49:01 34-27-29.8 134-31-10.2 67.0  10.6  

01:50:00 34-27-34.0 134-31-22.2 67.0  10.6  

01:51:01 34-27-38.2 134-31-34.0 66.5  10.6  

01:51:59 34-27-42.3 134-31-45.7 66.8  10.7  

01:52:59 34-27-46.4 134-31-57.3 65.3  10.5  

01:53:59 34-27-50.7 134-32-09.2 66.8  10.5  

01:54:59 34-27-54.8 134-32-20.9 67.2  10.4  

01:56:00 34-27-58.9 134-32-32.5 67.0  10.4  

01:56:59 34-28-02.8 134-32-44.1 69.3  10.4  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

また、対地針路は真方位である。 

 

 


